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告   示 

◎新潟県告示第279号 

次の病院から、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する申出の撤回があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 名称及び所在地 

  上村病院 

  十日町市田中ロ468番地１ 

２ 申出の撤回年月日 

  平成30年３月31日 

 

◎新潟県告示第280号 

次の病院から、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する申出の撤回があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 名称及び所在地 

  燕労災病院 

  燕市佐渡633 

２ 申出の撤回年月日 

  平成30年３月31日 

 

◎新潟県告示第281号 

漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法

律第28号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出が次のとおりあった。 

なお、届出に係る指定漁船調書を平成30年３月23日から平成30年４月６日まで縦覧に供する。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

加入区 発起人氏名 発起人住所 漁船損害等補償法

第113条第１項の申

出をする漁業協同

組合名称 

縦覧場所 

名立 小林 秋夫 新潟県上越市名立区名立小泊342

番地 

名立漁業協同組合 名立漁業協同組合 

大門 燈一 新潟県上越市名立区名立小泊262

番地 

前田 幸雄 新潟県上越市名立区名立大町351

番地４ 

 

◎新潟県告示第282号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、農林水産大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定

である旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事    米 山  隆 一 

１ 保安林予定森林の所在場所 

  新潟県十日町市 沢乙420の２、乙421の２、乙936、乙937の２、乙938の１から乙938の３まで、乙939の１、

乙939の３、乙940、乙941の１、乙941の３、乙942の１、乙944の１、乙944の３、乙946、乙947の１、乙947

の２、乙949、乙950、乙951の１から乙951の３まで、乙952の１から乙952の３まで、乙953の１、乙953の２、

乙954の１、乙954の２、乙955の１、乙955の４、乙955の５、乙956の１、乙956の２、乙957から乙962まで、

乙964の１、乙965の１から乙965の４まで、乙966、乙966の１、乙967の１から乙967の３まで、乙969、乙970

の１、乙970の２、乙970の４、乙971、乙972の１、乙973、乙974、乙977の１、乙978の３、乙978の５、乙979、

乙979の１、乙980、乙981、乙983、乙984の１から乙984の10まで、乙987、乙989、乙989の１、乙989の２、

乙990の１、乙990の３、乙991の１、乙992、乙992の１、乙993の１から乙993の５まで、乙993の７、乙993

の９、乙994の１、乙995の１、乙995の３から乙995の６まで、乙997の１から乙997の３まで、乙997の６、乙

997の８、乙998、乙999、乙1000の１、乙1000の２、乙1001、乙1002、乙1003の１、乙1003の３、乙1004の３

から乙1004の７まで、乙1004の９、乙1004の11、乙1004の13、乙1005、乙1009の１から乙1009の５まで、乙

1010の１、乙1014の１、乙1014の２、乙1014の５、乙1014の７、乙1019の１、乙1019の２、乙1019の４、乙
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1019の５、乙1021、乙1023、乙1023の１、乙1028の１、乙1028の４、乙1028の５、乙1030、乙1032の２、乙

1032の３、乙1032の５、乙1032の６、乙1033、乙1034の１、乙1036、乙1039の１、乙1040、乙1041、乙1042

の１から乙1042の４まで、乙1043から乙1046まで、乙1048の１、乙1048の２、乙1049、乙1050の１、乙1050

の２、乙1051の２、乙1051の３、乙1052から乙1054まで、乙1055の１から乙1055の５まで、乙1056の１、乙

1057の１から乙1057の３まで、乙1057の５から乙1057の10まで、乙1058の１、乙1059、乙1061の２、乙1061

の５、乙1062の１、乙1064の１から乙1064の３まで、乙1065、乙1066の１から乙1066の３まで、乙1067の１、

乙1067の２、乙1069、乙1072、乙1074の１、乙1080の１、乙1080の４、乙1081の５、乙1084の６、乙1095の

１、乙1095の３、乙1154、乙1177の１、乙1181の２、乙1183の１、乙1183の３から乙1183の12まで、乙1188

の１、乙1190の２、乙1191から乙1194まで、乙1195の１から乙1195の６まで、乙1197の１、乙1197の６、乙

1197の８から乙1197の20まで、乙1200、乙1201の１、乙1201の３、乙1202の１、乙1203の３、乙1203の５、

乙1208、乙1209の１、乙1209の３から乙1209の７まで、乙1210、乙1212の１、乙1212の４から乙1212の７ま

で、乙1212の10、1212の11、乙1212の19、乙1212の22から乙1212の24まで、乙1212の27、乙1212の31、乙1212

の32、乙1212の34、乙1212の35、乙1212の37から乙1212の42まで、乙1213から乙1215まで、乙1217の１から

乙1217の４まで、乙1217の６、乙1217の11から乙1217の15まで、乙1217の19、乙1217の21、乙1217の23、乙

1217の24、乙1218、乙1219の３、乙1221の３、乙1228、乙1229、乙1230の１、乙1230の３、乙1230の４、乙

1231の２、乙1231の３、乙1232の１、乙1232の３から乙1232の12まで、乙1233、乙1234、乙1235の１、乙1235

の２、乙1236、乙1237、乙1239から乙1241まで、乙1242の１、乙1242の３から乙1242の５まで、乙1242の７、

乙1242の８、乙1242の10、乙1242の11、乙1242の13、乙1242の14、乙1243の１、乙1243の２、乙1243の４、

乙1245の４、乙1255の１から乙1255の６まで、乙1256、乙1259の１、乙1259の２、乙1259の７から乙1259の

９まで、乙1261、乙1263の１、乙1268の２、乙1268の11、乙1268の13から乙1268の16まで、1268の19、乙1276

の18、乙1276の21から乙1276の25まで、乙1284、乙1285、乙1286の１、乙1286の３、乙1287の１、乙1287の

２、乙1289の４、乙1289の６、乙1291、乙1293、乙1295の１から乙1295の３まで、乙1296、乙1297の２から

乙1297の７まで、乙1297の10から乙1297の17まで、乙1297の21、乙1297の22、乙1297の24から乙1297の31ま

で、乙1297の33から乙1297の39まで、乙1297の41、乙1297の43から乙1297の54まで、乙1297の66、乙1297の

68、乙1297の73、乙1297の75、乙1297の80、乙1297の83から乙1297の85まで、乙1297の87から乙1297の90ま

で、乙1298、乙1299の１、乙1299の３、乙1299の７、乙1299の８、乙1299の10から乙1299の13まで、乙1299

の16、乙1299の20、乙1299の24、乙1299の25、乙1299の28から乙1299の31まで、乙1305の８、乙1307の１、

乙1308の１から乙1308の５まで、乙1309、乙1312の１、乙1312の２、乙1313の１、乙1315から乙1321まで、

乙1323、乙1325、乙1325の１、乙1327、乙1328の２、乙1329、乙1330、乙1331の１ 

２ 指定の目的 

  水源のかん養 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

 (｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び十日町市役所に備え置いて縦覧に

供する｡) 

 

◎新潟県告示第283号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、佐渡市を地域とする県営区画整理・農業

用用排水施設整備・農用地改良保全（中山間地域総合整備）事業相川北部地区に係る換地処分をした。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

 

◎新潟県告示第284号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業を次のとおり変更し、施行する。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 柏崎都市計画道路事業 

(2) 名称 ３・４・25号諏訪町東本町線 

２ 施行者の名称 

 新潟県 

３ 事務所の所在地 

 新潟市中央区新光町４番地１ 

４ 事業地の所在 

(1) 収用の部分 

  変更なし 

(2) 使用の部分 

  なし 

５ 事業施行期間 

 平成22年７月５日から平成32年３月31日まで 

 

◎新潟県告示第285号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

施行する。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 施行者の名称 

 新潟県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画下水道事業 

(2) 名称 信濃川下流流域下水道（新潟処理区） 

３ 事業施行期間 

 昭和50年３月12日から平成36年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

変更なし  

(2) 使用の部分 

変更なし 

 

◎新潟県告示第286号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 施行者の名称 

 新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画下水道事業 

(2) 名称 新潟市船見公共下水道 

３ 事業施行期間 

 昭和27年12月１日から平成37年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

変更なし 

(2) 使用の部分 

変更なし 
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◎新潟県告示第287号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 施行者の名称 

 新潟市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画下水道事業 

(2) 名称 新潟市中部公共下水道 

３ 事業施行期間 

 昭和44年３月28日から平成37年３月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

変更なし 

(2) 使用の部分 

変更なし 

 

◎新潟県告示第288号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 施行者の名称 

 新発田市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

(1) 種類 新潟都市計画下水道事業 

(2) 名称 月岡特定環境保全公共下水道 

３ 事業施行期間 

 昭和57年11月30日から平成36年3月31日まで 

４ 事業地 

(1) 収用の部分 

昭和57年新潟県告示第3225号、平成4年新潟県告示第556号、平成9年新潟県告示第778号、平成14年新潟県

告示第2096号、平成18年新潟県告示第701号及び平成25年新潟県告示第460号の事業地に岡屋敷字仲谷内を加

え、岡屋敷字居村を削る。 

(2) 使用の部分 

変更なし 

 

公   告 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、立川メディカルセンター労働組合中央執

行委員長渋谷明から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年３月25日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 
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 立川メディカルセンター労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、青山信愛会職員労働組合中央執行委員長

小林裕史から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年４月１日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 青山信愛会職員労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、南浜病院労働組合執行委員長佐分利正幸

から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年３月30日午後５時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 南浜病院労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、恵松会職員労働組合執行委員長平野祐一

から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年３月25日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 恵松会職員労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、青松会職員労働組合執行委員長渡邉晃行

から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 
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１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年４月２日午前０時50分以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 青松会職員労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、新潟中央病院千歳園職員組合執行委員長

野崎美鈴から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年４月１日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 新潟中央病院千歳園職員組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、桑名病院労働組合執行委員長鈴木真から、

次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年４月１日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 桑名病院労働組合員が従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、健進会職員労働組合執行委員長阿部由美

から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年４月１日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 健進会職員労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 
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争議行為を行う旨の通知について（公告） 

労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第37条第１項の規定により、西蒲中央病院職員労働組合執行委員長中

村達郎から、次のとおり争議行為を行う旨の通知があった。 

平成30年３月23日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

１ 要求事項 

 賃金引き上げ、その他の要求 

２ 期  間 

 平成30年３月25日午前０時以降本問題解決まで 

３ 場  所 

 西蒲中央病院職員労働組合員の従事する全職場 

４ 概  要 

 あらゆる形の争議行為の一部又は全部を単独に若しくは併用して行う 

 

教育委員会告示 

◎新潟県教育委員会告示第５号 

新潟県文化財保護条例（昭和48年新潟県条例第33号）第５条第１項の規定により、次の物件を新潟県文化財に

指定する。 

平成30年３月23日 

新潟県教育委員会 教育長  池 田  幸 博 

第５条第１項の規定による有形文化財の指定 

種別 名称 員数 所在地 所有者・管理者 

有形文化財 

（彫  刻） 
木造菩薩立像 ２躯 長岡市中潟町593－３ 塚越久光 

有形文化財 

（考古資料） 
神山遺跡出土品 136点 

中魚沼郡津南町大字下船度乙

835番地 

（農と縄文の体験実習館なじょも

ん） 

津南町 

有形文化財 

（考古資料） 
蔵王遺跡出土品 222点 

佐渡市新穂瓜生屋492 

（新穂歴史民俗資料館） 

佐渡市真野新町825－１ 

（佐渡市埋蔵文化財整理室） 

佐渡市 

 

◎新潟県教育委員会告示第６号 

新潟県文化財保護条例（昭和48年新潟県条例第33号）第６条第３項及び第27条第４項の規定により、次の物件

の新潟県文化財指定を解除する。 

平成30年３月23日 

新潟県教育委員会 教育長  池 田  幸 博 

第６条第３項の規定による県指定の解除 

種別 名称 員数 所在地 所有者・管理者 

有形文化財 

（建造物） 
旧長谷川家住宅 １棟 長岡市塚野山773番地１ 長岡市 

有形文化財 

（彫 刻） 
木造一鎮上人倚像 １躯 上越市寺町２丁目11番12号 称念寺 

有形文化財 

（彫 刻） 
木造善導大師立像 １躯 上越市寺町２丁目５番５号 善導寺 

有形文化財 

（古文書） 
奥山庄波月條絵図 １巻 胎内市 胎内市 
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有形文化財 

（考古資料） 

ヒト形土器・壺形土器 ２個 長岡市関原町１丁目字権現堂 

2247番地２ 

（新潟県立歴史博物館） 

新発田市 

有形文化財 

（考古資料） 

笹山遺跡出土品一括 918点 十日町市西本町１丁目    

（十日町市博物館） 

十日町市 

 

第６条第３項の規定による県指定の一部解除 

種別 名称 員数 所在地 所有者・管理者 

有形文化財 

（考古資料） 

佐渡奉行所跡出土品 472点 佐渡市相川坂下町20番地 

（相川郷土博物館） 

佐渡市 

有形文化財 

（考古資料） 

元屋敷遺跡出土品 1,718点 村上市岩崩612番地118 

（縄文の里・朝日 奥三面歴史交

流館） 

村上市 

 

第27条第４項の規定による県指定の解除 

種別 名称 員数 所在地 
所有者・管理者 

保護団体 

有形民俗文化財 船絵馬 １面 
糸魚川市大字能生字宮ノ上 

7239番地 
白山神社 

無形民俗文化財 

（風俗慣習） 
根知山寺の延年 糸魚川市 

日吉神社 

奉賛会 

無形民俗文化財 

（民俗芸能） 
村上まつりのしゃぎり行事 村上市村上 

村上まつり 

保存会 

 

公安委員会規則 
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新潟県公安委員会規則第５号 

新潟県公安委員会の事務の専決に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成30年３月23日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林  彰 

新潟県公安委員会の事務の専決に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県公安委員会の事務の専決に関する規則（昭和49年新潟県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正後の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動後別表号」という｡)に対応する

同表の改正前の欄中別表の号の表示に下線が引かれた別表の号（以下「移動別表号」という｡)が存在する場合に

は当該移動別表号を当該移動後別表号とし、移動後別表号に対応する移動別表号が存在しない場合には当該移動

後別表号を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表 

種別 警察本部長が専決できる事務 

（略） 

銃 

砲 

刀 

剣 

類 

所 

持 

等 

取 

締 

法 

関 

係 

(1)～(47) （略） 

(48) 銃刀法第28条の２第１項の規定に

よる猟銃安全指導委員の委嘱 

(49)  （略） 

(50)  （略） 

(51)  （略） 

(52)  （略） 

(53)  （略） 

(54)  （略） 

(55)  （略） 

(56)  （略） 

(57)  （略） 

(58)  （略） 

(59)  （略） 

(60)  （略） 

(61)  （略） 

(62)  （略） 

(63)  （略） 

(64)  （略） 

(65)  （略） 

(66)  （略） 

(67)  （略） 

(68)  （略） 

(69)  （略） 

(70)  （略） 

(71)  （略） 

(72)  （略） 

(73)  （略） 

(74)  （略） 

(75)  （略） 

(76)  （略） 

(77)  （略） 

(78)  （略） 

(79)  （略） 
 

別表 

種別 警察本部長が専決できる事務 

（略） 

銃 

砲 

刀 

剣 

類 

所 

持 

等 

取 

締 

法 

関 

係 

(1)～(47) （略） 

 

 

(48)  （略） 

(49)  （略） 

(50)  （略） 

(51)  （略） 

(52)  （略） 

(53)  （略） 

(54)  （略） 

(55)  （略） 

(56)  （略） 

(57) （略） 

(58)  （略） 

(59)  （略） 

(60)  （略） 

(61)  （略） 

(62)  （略） 

(63)  （略） 

(64)  （略） 

(65)  （略） 

(66)  （略） 

(67)  （略） 

(68)  （略） 

(69)  （略） 

(70)  （略） 

(71)  （略） 

(72)  （略） 

(73)  （略） 

(74)  （略） 

(75)  （略） 

(76)  （略） 

(77)  （略） 

(78)  （略） 
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 (80)  （略） 

(81)  （略） 

(82)  （略） 

(83)  （略） 

（略） 
 

 (79)  （略） 

(80)  （略） 

(81)  （略） 

(82)  （略） 

（略） 
 

附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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新潟県公安委員会規則第６号 

新潟県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

平成30年３月23日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小 林  彰 

新潟県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則 

新潟県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則（平成18年新潟県公安委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務登録簿 

 （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

個

人

情

報

の

記

録

項

目 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 要配慮個人情報 

□人種 

□信条 

□社会的身分 

□病歴 

□犯罪の経歴 

□犯罪により害

を被った事実 

□心身の機能の

障害があるこ

と 

□健康診断等の

結果 

□医師等により

指導又は診療

若しくは調剤

が行われたこ

と 

□刑事事件に関

する手続が行

われたこと 

□少年の保護事

件に関する手

続が行われた

こと 

家庭の状況 

□家族関係 

□婚姻歴 

□生活記録 

□ 

 

 

 

 

 

 要配慮個人情報

を収集する根拠 

（略） 

（略） 

  

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務登録簿 

 （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

個

人

情

報

の

記

録

項

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 内心 

□思想・信条 

□信教 

□ 

□ 

社会的差別の原

因となるおそれ

のある個人情報 

□人種・民族 

□犯罪歴 

□ 

□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心身の状況 

□健康状態 

□病歴 

□障害の状態 

□ 

家庭の状況 

□家族関係 

□婚姻歴 

□生活記録 

□ 

当該個人情報を

収集する根拠 

（略） 

（略） 
 

附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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公安委員会告示 

◎新潟県公安委員会告示第33号 

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条に規定する審査（以下「検定合格者審査」

という｡)を次のとおり実施する。 

平成30年３月23日 

新潟県公安委員会 

   委員長  小  林   彰 

１ 区分、実施日時及び定員 

区 分 実 施 期 日 実 施 時 間 定 員 

 空港保安警備業務２級 
 

平成30年４月27日（金） 

 

午前10時から
 

午後５時まで
 

 

各30人 

 

 施 設 警 備 業 務 ２ 級 

 交通誘導警備業務２級 

貴重品運搬警備業務２級 

２ 実施場所 

  新潟県新潟市中央区新光町10番地２ 

技術士センタービルⅠ ８階会議室 

３ 対象者 

(1) 空港保安警備業務２級 

   警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）附則第３条の規定による廃止前の 

  警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という｡)の規定に 

  よる検定（以下「旧検定」という｡)の空港保安警備１級又は２級に合格した者 

(2) 施設警備業務２級 

旧検定の常駐警備１級又は２級に合格した者 

(3) 交通誘導警備業務２級  

   旧検定の交通誘導警備１級又は２級に合格した者 

(4) 貴重品運搬警備業務２級 

旧検定の貴重品運搬業務１級又は２級に合格した者 

４ 判定 

学科試験及び実技試験により判定する。ただし、実技試験の前に学科試験を実施し、学科試験が合格基準に

達しなかった者に対しては、実技試験を実施しない。 

５ 申請手続 

(1) 事前申込み 

検定合格者審査を受けようとする者は、審査申請書を提出する前に、次により申し込むこと。 

ア 申込期間 

    平成30年４月５日（木）から平成30年４月６日（金）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か

ら午後１時までを除く｡) 

イ 申込方法 

新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可管理センターの受付専用電話 

電話番号  025－283－8880 

に申し込むこと。 

ウ 留意事項 

(ｱ) 上記受付専用電話以外での申込みは、受け付けない。 

(ｲ) 定員になり次第、受付を締め切る。 

(ｳ) １件の電話での申込みは、１人とする。 

(2) 審査申請書の提出等 

  (1)により、事前申込みを受理された者は、次により審査申請書を提出すること。 

ア 提出期間 

    平成30年４月16日（月）から平成30年４月17日（火）までの各日の午前９時から午後５時まで（正午か



平成30年３月23日(金) 新  潟  県  報 第23号 

14 

ら午後１時までを除く｡) 

イ 提出先 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可管理センター 

ウ 提出書類 

審査申請書１通に次に掲げる書面を添付の上、提出すること。 

(ｱ) 写真１枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメートル、横2.4

センチメートル、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの） 

(ｲ) 旧検定規則第８条に規定する合格証（以下「旧合格証」という｡)の写し１通 

(ｳ) 新潟県公安委員会以外の公安委員会から旧合格証の交付を受けている者は、新潟県内に住所地を有す

ることを疎明する書面（住民票の写し、運転免許証の写し等）又は新潟県内の営業所に所属することを

疎明する書面（営業所の所属証明書等） 

エ 提出方法 

申請者本人が必ず持参するものとし、代理人、郵送等による提出は認めない。 

６ 手数料 

(1) 金額 

   4,700円 

(2) 納付方法 

新潟県収入証紙により、審査申請書提出時に納付すること。 

なお、納付した審査手数料は、還付しない。 

７ 留意事項 

旧合格証の記載事項に変更がある者は、事前に書換えをしてから申請すること。 

８ 問合せ先 

新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課許認可管理センター 

電話番号 025－285－0110（代表） 

 

警察本部告示 

◎新潟県警察本部告示第21号 

新潟県警察本部長が取り扱う個人情報の保護に関する規程（平成18年新潟県警察本部告示第１号）の一部を次

のように改正し、平成30年４月１日から実施する。 

平成30年３月23日 

新潟県警察本部長  山 岸  直 人 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務登録簿 

 （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

個

（略） （略） 要配慮個人情報 

□人種 

□信条 

□社会的身分 

□病歴 

□犯罪の経歴 

□犯罪により害

を被った事実 
 

別記様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務登録簿 

 （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

個

（略） （略） 内心 

□思想・信条 

□信教 

□ 

□ 

社会的差別の原

因となるおそれ

のある個人情報 
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人

情

報

の

記

録

項

目 

 □心身の機能の

障害があるこ

と 

□健康診断等の

結果 

□医師等により

指導又は診療

若しくは調剤

が行われたこ

と 

□刑事事件に関

する手続が行

われたこと 

□少年の保護事

件に関する手

続が行われた

こと 

家庭の状況 

□家族関係 

□婚姻歴 

□生活記録 

□ 

 

 

 

 

 

 要配慮個人情報

を収集する根拠 

（略） 

（略） 
  

人

情

報

の

記

録

項

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□人種・民族 

□犯罪歴 

□ 

□ 

心身の状況 

□健康状態 

□病歴 

□障害の状態 

□ 

家庭の状況 

□家族関係 

□婚姻歴 

□生活記録 

□ 

当該個人情報を

収集する根拠 

（略） 

（略） 
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